
三役、部会長、期別理事                   令和７年３月２４日 

の皆様                            

                                  記録 藪 

令和６年度第６回運営会議 議事録 

                             

日時  令和７年３月２４日（月）午前９時２５分～１１時３０分 

場所  西一会館 小会議室 

出席者   三役   小石、𠮷岡、小西、園田 

（敬称略） 部会長  今村、青木、馬渕、藪 

期別理事 田村、伊津野、卯田 

事務局  青柳、黒川 

 

本日令和６年度第６回運営会議を開催いたしました。 会議の内容は以下の通り。  

 

① 令和７年度ボランティア活動保険、キラリエサポーター登録報告 

３月７日にボランティア活動保険、理事１２名＋地域活動部会８名加入申し込み、 

キラリエサポーター登録を完了しました。 キラリエサポーターは草津市社協関係

の講習会等イベントに年間２回の参加義務があります。 これまでは藪が参加して

いますが、みなさまに参加要請することもあるかと思います。 

② レクリエーション傷害保険見積もり報告 

支部長よりあいおいニッセイ同和損保の代理店トップ京滋よりの見積書入手の報告

を受けた。現契約は令和６年４月１７日より令和７年４月１６日までですが、 

令和７年４月３日の春のハイキング及び４月１４日の長浜曳山祭りを原契約の中の 

扱いとするか、新契約を令和７年４月１日から令和８年３月３１日として新契約の 

なかの扱いとするか、トップ京滋と支部長で決めていただくこととなった。 

（問い合わせの結果、見積もり依頼の最初の行事が保険開始時となり、そこから１

年以内との事で４月１日～３月３１日の年度単位は無理となりました。） 

③ びわ湖マラソンボランティア参加報告 

３月９日開催のびわ湖マラソンに支部同窓会より２５名が参加。 昨年と同様ゴー

ルしたランナーにタオルを渡した。 来年度は写真撮影のコーナーを設けるように 

したらどうかとの意見があった。（滋賀県スポーツ課へアンケート記入済み） 

④ 支部五大事業への理事参加状況報告 

小西さん、黒川さん、園田さん、田村さん、記入漏れしていたが、本日各人の全て

参加が確認できた。 新規理事も含めて４月の理事会で最終確認する。 

⑤ ４７期学生募集案内書の会員への配布、アルプラ草津・栗東での配布について 

明日４７期学生募集の案内書を受け取る予定。 例年通り各会員に３部お渡しし



ます。 アルプラ草津店・栗東店での募集案内書の配布の日程を本部より督促が

あり、草津店は５月２４日（土）、栗東店は２５日（日）と決めましたのでご了承

お願いします。 各店舗での配布者については４月２８日の支部理事会で決めま

す。 尚、サポートの会からも各店舗に１、２名参加いただく予定です。 

⑥ 支部総会準備について 

会計監査は４月７日に行う。 議案書の原稿は本日運営会議メンバーにメールしま

すので修正があれば近日中に修正お願いします。４月７日を修正最終日とします。  

総会当日の役割分担についても確認した。 小西さんから本日送信された分担表を

参照下さい。長寿者４名の内、小林さんは本部総会へ出席、今井さん、高田さん、

中島さんは支部総会に出席いただく予定です。 

⑦ レイカディア美術展受付担当募集について 

開催期間は６月３日から８日までですが、草津栗東支部担当は６月６日午前、午

後、６月７日午前、午後、６月８日午後の予定。 大津支部に加え、甲賀湖南支

部、守山野洲支部も参加の予定。 当支部の参加者については４月２８日の理事会

で募る、定員に満たない場合にはメール配信で募ることとする。 

⑧ 来期の役員体制について 

広報情報部会は田村さんが部会長、池田さんが副部会長の予定。 その他学区理事

の交代がある。 明細は本日送付の議案書令和７年度役員の欄を参照下さい。 

大西顧問については、令和７年度役員表より除く。 大西さんには支部長より事前

に連絡いただく。 

⑨ レイ大４５期生に対する卒業に向けての基礎講座について 

６月１３日の４５期生向け基礎講座の時間に、えにしの会、同窓会の説明の後 

同窓会各支部の説明会を行う案内がレイ大事務局より来ている。 支部同窓会の 

説明を草津市栗東市在住の卒業予定学生に説明会を行うのは初めての試みです。 

時間は１１時３０分より１２時まで。 今日の会議で、４５期生の参加者に対して 

支部同窓会の目的や活動内容を、新会員歓迎説明会の資料を抜粋して渡すようにす

ることとした。 詳しくは５月の運営会議で決める予定。 

その他 

  支部同窓会会則８条事務局員には議決権はないとの但し書きは不必要ではとの意

見があった。 事務局は３年前までは存在しなかったが、支部長の任務の一部を 

  補助する部門として新設している。 その際、いろんな方に参画いただくことを

想定して、運営会議でこの但し書きを入れることとして、理事会・総会を経て決

まっていますので、修正の場合には、理事会・総会に諮ることとなる。 

  令和７年度は時間的に無理であるため、令和８年度で再度打合せすることとなっ

た。 

以上 


